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  令和７年１２月２２日 

京 都 市 消 防 局 

京都市消防局会計年度任用職員（消防事務）募集案内 
 

  受 付 期 間  令和７年１２月２２日（月）～令和８年１月９日（金） 
 

 

１ 職務区分、採用予定人員及び主な職務内容等 

職務区分 採用予定人員 主な職務内容等 

会計年度任用

職員（A） 
約 105 名 

消防局本部等の各所属において、次のいずれかの業務に従事して

いただきます。 
⑴ 消防局本部の各課に関する事務の一部業務（約 15名） 
⑵ 消防学校における当務教官に関する業務（若干名） 
⑶ 消防車両の整備業務（若干名） 
⑷ 消防署総務課庶務担当に関する事務の一部業務（若干名） 
⑸ 消防署総務課消防団担当に関する事務の一部業務（若干名） 
⑹ 消防署総務課庶務・消防団担当に関する事務の一部業務 

（若干名） 
⑺ 消防署消防課機械・通信担当に関する事務業務（約 10名） 
⑻ 消防署消防課予防担当に関する事務の一部業務（約 15名） 
⑼ 消防署消防課（市民指導担当、予防担当、機械・通信担当）に 

関する事務の一部業務（約 10名） 
⑽ 消防署消防課（市民指導担当、予防担当、当番業務）に関する 

事務の一部業務（約 35名） 
 
※業務内容としては、消防署における査察業務、当番業務や局本部 
における消防設備審査業務等の消防業務に従事いただきます。 

  ※１ 主な職務内容等の欄に記載している職務内容は、会計年度任用職員を配置する可能性のある対象職務を示

したもので、任用される職務は、本人が所有する資格、経験等を踏まえつつ、当局で決定しますので、必ず希

望する職務での任用になるとは限りません。 
  ※２ 非常災害時の緊急参集（非常召集）の対象となることがあります。 
  ※３ 業務繁忙等により配置転換される場合があります。 
  ※４ 予防担当の業務には立入検査を含みます。 
 
 
２ 応募資格 

 地方公務員法第１６条の欠格事項（次に掲げるいずれかの要件）に該当しない方 

 ⑴ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方 

 ⑵ 京都市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 

 ⑶ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第５章に規定する罪を犯し、刑

に処せられた方 

⑷ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 

 

３ 選考方法 

 面接により選考します。（面接日は、令和８年１月２１日（水）、２２日（木）及び２３日（金）） 
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４ 応募方法等 

募 集 案 内 

応 募 用 紙 

 京都市消防局のホームページからダウンロードしてください。 
ホームページアドレス https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/index.html 

応 募 用 紙 

記 入 上 の 

注 意 事 項 

・ ※印を除くすべての欄に、必要事項を記載してください。（自筆の場合は、
黒インク又は黒ボールペンを使用してください。） 

・ 記入事項に虚偽又は不正があると判断した場合は、応募資格を失うことが
あるほか、合格を取り消すことがあります。 

・ 学歴の欄で、最終学歴は在学中を含みます。卒業・卒業見込等の別は、該当
するものを○で囲んでください。卒業（修了）見込とは採用時に卒業（修了）
見込の方、在学とは採用時に卒業見込以外の在学者を指します。在学を○で
囲んだ方は現在の学年を、中退を○で囲んだ方は中退した学年を記入してく
ださい。 

・ 希望する職務の欄に希望する職務内容を必ず記載してください。 

応 募 方 法 

・ 郵送又は持参 
・ 郵送する場合は、封筒の表に「応募書類在中」と赤字で書き、簡易書留で送

付してください。 
・ 応募用紙に必要事項を記入し、写真（上半身、正面、脱帽、縦４cm、      

横３cm の最近３か月以内に撮影したもの）を貼り、１１０円分の切手を貼っ
た宛先（応募結果の送付先）明記の返信用封筒（長形３号）とともに提出して
ください。 

応 募 先 
京都市消防局 総務部人事課「採用」担当 

〒６０４－０９３１ 

 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町４５０番地の２ 

応 募 期 間 

令和７年１２月２２日（月）～令和８年１月９日（金） 
 ※１ 郵送による応募は、締切日必着とします。 
 ※２ 持参による応募は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までの間で受け付けま

す。（土日祝日は受け付けられません。） 

※３ 応募が多数の場合は、応募期間中に募集を締切ることがありますので、応募前に受付
状況等を電話等で確認してください。（電話は午前８時３０分から午後５時１５分まで
間で受け付けます。土日祝日は受け付けられません。） 

採用予定日及び 

任 用 期 間 

令和８年４月１日付けで採用し、任用期間については令和８年４月１日から

令和９年３月３１日までとします。 

  ※１ 任用期間中の勤務実績が良好な場合、連続４回まで次年度に再度任用することがあります。ただし、６５ 

歳年度末を超える方は、再度任用の対象外となります。 

※２ 応募書類に記載された個人情報は、本選考のみを利用目的とし、適切に管理いたします。応募者の個人情 

報をその同意なしに、第三者に対して開示・提供することは一切ありません。 

※３ 提出された応募書類は、一切返却いたしません。（求人者の責任で廃棄します。） 

 

５ 合格から採用まで 

⑴ 合否の判定は、応募者が所有する資格、経歴等を総合して決定します。 

⑵ 合否にかかわらず、応募者全員に結果を郵送でお知らせします。 

⑶ 消防局のホームページでは、応募結果を掲載いたしませんので、必ず通知書で確認してくださ

い。電話での合否の照会には一切応じられません。 

⑷ 結果発表後であっても、応募資格を欠いていること、又は応募用紙記載事項が正しくないこと

が明らかとなった場合や、勤務に支障が生じる事態となった場合等は、合格を取り消すことがあ

ります。 

⑸ 採用内定者には、採用の詳細についても通知します。 

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/index.html
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６ 勤務条件等 

⑴ 採用後の身分 

  京都市消防局会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員）となります。 

⑵ 所属及び勤務場所 

  京都市消防局の各所属に所属し、勤務場所は消防局本部、消防活動総合センター、京都消防ヘ

リポート、各消防署及び消防分署のいずれかとなります。 

⑶ 勤務日及び勤務時間等 

 ア 毎日勤務者 

   勤務日は、原則として、月曜日から金曜日までのうちの４日間とし、１日の勤務時間につい

ては、午前８時３０分から午後５時１５分までの７時間４５分で、昼休みとして１時間の休憩

があります。休日は、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日から翌年１月３日ま

で）となります。ただし、業務の都合から、年間を通じて休日（土曜日、日曜日及び祝日）に

出勤する場合があるほか、時間外勤務を要することがあります。 

 イ 交替制勤務者 

   所定勤務日数は４週を通じて７当務、２日勤（指令センター勤務員は、３週を通じて６当務）

とし、休日は４週を通じて１２日（指令センター勤務員は、３週を通じて９日）となります。

１日の勤務時間については、当務日が午前８時３０分から翌日の午前８時３０分までのうち１

５時間３０分で、休憩時間は昼休みとして１時間、午後５時３０分から午後６時までの３０分、

午後１１時から翌日の午前８時までの間の７時間となります。日勤日が午前８時３０分から午

後５時１５分までの７時間４５分で、昼休みとして１時間の休憩とします。ただし、業務の都

合から、年間を通じて休日に出勤する場合があるほか、時間外勤務を要することがあります。 

      また、勤務時間については、変更されることがあります。 

⑷ 年次休暇 

  １６日の年次休暇を付与します。 

⑸ 給与 

  給与月額として２１４，９８４円（地域手当を含む。勤務日数等により異なります。）を支給す

るほか、期末手当２．５２５か月分、勤勉手当２．１２５か月分（勤続日数により異なります。）

を支給します。また、通勤手当についても、本市が定める基準により算出した額を支給します。 

⑹ 社会保険 

  健康保険・介護保険（京都市共済組合）、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。 

⑺ 厚生会事業 

  京都市職員厚生会に加入し、その福利厚生事業を利用することができます。 

 

 

 

 
 

 

【問合せ先】 

     京 都 市 消 防 局 総 務 部 人 事 課 
    〒 ６０４－０９３１ 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町４５０番地の２ 

         ＴＥＬ ０７５－２１２－６６５４ 

     ＦＡＸ ０７５－２５１－００６２ 

ホームページアドレス https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/index.html 

https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/index.html

